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事業報告 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

主要な事業所および工場

1

（1）当 社
本 社 ： 東京都板橋区
文京春日オフィス ： 東京都文京区
研 究 所 ： 埼玉県蕨市・さいたま市
支 店 ： 札幌支店（北海道札幌市）

仙台支店（宮城県仙台市）
北陸支店（富山県富山市）
静岡支店（静岡県静岡市）
名古屋支店（愛知県名古屋市）
大阪支店（大阪府大阪市）
広島支店（広島県広島市）
四国支店（愛媛県四国中央市）
福岡支店（福岡県福岡市）
熊本事務所（熊本県熊本市）

工 場 ： 吾妻工場（群馬県吾妻郡）
熊谷工場（埼玉県熊谷市）
千葉工場（千葉県匝瑳市）
龍野工場（兵庫県たつの市）
新宮事業所（兵庫県たつの市）
小松島工場（徳島県小松島市）
三島工場（愛媛県四国中央市）
伊奈テクノロジーセンター（埼玉県北足立郡）

（2）子会社
①国 内
リンテックコマース株式会社（東京都台東区)
リンテックサインシステム株式会社（東京都目黒区)
湘南リンテック加工株式会社（神奈川県平塚市）
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②海 外
LINTEC USA HOLDING, INC.（米国)
MADICO, INC.（米国)
LINTEC OF AMERICA, INC.（米国)
VDI, LLC（米国）
MACTAC AMERICAS, LLC（米国）
LINTEC EUROPE B. V.（オランダ)
LINTEC EUROPE (UK) LIMITED（英国）
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES（EUROPE）GMBH（ドイツ)
琳得科（蘇州）科技有限公司（中国)
普林特科（天津）標簽有限公司（中国）
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES（SHANGHAI), INC.（中国）
LINTEC SPECIALITY FILMS（TAIWAN), INC.（台湾)
LINTEC HI-TECH（TAIWAN), INC.（台湾)
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES（TAIWAN), INC.（台湾)
LINTEC KOREA, INC.（韓国)
LINTEC SPECIALITY FILMS（KOREA), INC.（韓国)
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES（KOREA), INC.（韓国)
LINTEC ASIA PACIFIC REGIONAL HEADQUARTERS PRIVATE LIMITED（シンガポール）
LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED（シンガポール)
PT. LINTEC INDONESIA（インドネシア)
PT. LINTEC JAKARTA（インドネシア)
LINTEC（THAILAND）CO., LTD.（タイ)
LINTEC INDUSTRIES（MALAYSIA）SDN. BHD.（マレーシア)
LINTEC INDUSTRIES（SARAWAK）SDN. BHD.（マレーシア）
LINTEC KUALA LUMPUR SDN. BHD.（マレーシア)
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES（MALAYSIA）SDN. BHD.（マレーシア)
LINTEC VIETNAM CO., LTD.（ベトナム）
LINTEC HANOI VIETNAM CO., LTD.（ベトナム）
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES（PHILIPPINES), INC.（フィリピン）
LINTEC PHILIPPINES（PEZA), INC.（フィリピン）
LINTEC INDIA PRIVATE LIMITED（インド）
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会社の新株予約権等に関する事項
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（1）当事業年度末日において取締役が保有する新株予約権の状況

発行日 区 分 新株予約
権の数

新株予約権の
目的となる株式
の種類および数

行使期間 行使価額 保有者数

2006年
８月25日

取 締 役
（社外取締役を除く） 14個 普通株式

1,400株
自 2006年８月26日
至 2026年８月25日

１株につき
１円 １名

2007年
８月24日

取 締 役
（社外取締役を除く） 11個 普通株式

1,100株
自 2007年８月25日
至 2027年８月24日

１株につき
１円 １名

2008年
８月25日

取 締 役
（社外取締役を除く） 15個 普通株式

1,500株
自 2008年８月26日
至 2028年８月25日

１株につき
１円 １名

2009年
８月24日

取 締 役
（社外取締役を除く） 21個 普通株式

2,100株
自 2009年８月25日
至 2029年８月24日

１株につき
１円 １名

2010年
８月24日

取 締 役
（社外取締役を除く） 18個 普通株式

1,800株
自 2010年８月25日
至 2030年８月24日

１株につき
１円 １名

2011年
８月24日

取 締 役
（社外取締役を除く） 16個 普通株式

1,600株
自 2011年８月25日
至 2031年８月24日

１株につき
１円 １名

2012年
８月23日

取 締 役
（社外取締役を除く） 28個 普通株式

2,800株
自 2012年８月24日
至 2032年８月23日

１株につき
１円 ３名

2013年
８月22日

取 締 役
（社外取締役を除く） 34個 普通株式

3,400株
自 2013年８月23日
至 2033年８月22日

１株につき
１円 ３名

2014年
８月21日

取 締 役
（社外取締役を除く） 32個 普通株式

3,200株
自 2014年８月22日
至 2034年８月21日

１株につき
１円 ４名

2015年
８月21日

取 締 役
32個 普通株式

3,200株
自 2015年８月22日
至 2035年８月21日

１株につき
１円 ４名（監査等委員および

社外取締役を除く）
2016年
８月24日

取 締 役
27個 普通株式

2,700株
自 2016年８月25日
至 2036年８月24日

１株につき
１円 ４名（監査等委員および

社外取締役を除く）
2017年
８月22日

取 締 役
40個 普通株式

4,000株
自 2017年８月23日
至 2037年８月22日

１株につき
１円 ５名（監査等委員および

社外取締役を除く）
2018年
５月７日

取 締 役
6個 普通株式

600株
自 2018年５月８日
至 2038年５月７日

１株につき
１円 ２名（監査等委員および

社外取締役を除く）
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（注）1. 新株予約権の行使の条件
（1）新株予約権者は、行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した

日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日以内に新株予約権を行使することができる。
（2）上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①～⑭のいずれかに該当する場合には、それぞれに

定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 2006年度発行分の新株予約権者が2025年８月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ
た場合
2025年８月26日から2026年８月25日

② 2007年度発行分の新株予約権者が2026年８月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ
た場合
2026年８月25日から2027年８月24日

③ 2008年度発行分の新株予約権者が2027年８月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ
た場合
2027年８月26日から2028年８月25日

④ 2009年度発行分の新株予約権者が2028年８月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ
た場合
2028年８月25日から2029年８月24日

⑤ 2010年度発行分の新株予約権者が2029年８月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ
た場合
2029年８月25日から2030年８月24日

⑥ 2011年度発行分の新株予約権者が2030年８月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ
た場合
2030年８月25日から2031年８月24日

⑦ 2012年度発行分の新株予約権者が2031年８月23日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ
た場合
2031年８月24日から2032年８月23日

⑧ 2013年度発行分の新株予約権者が2032年８月22日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ
た場合
2032年８月23日から2033年８月22日

⑨ 2014年度発行分の新株予約権者が2033年８月21日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ
た場合
2033年８月22日から2034年８月21日

⑩ 2015年度発行分の新株予約権者が2034年８月21日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ
た場合
2034年８月22日から2035年８月21日

⑪ 2016年度発行分の新株予約権者が2035年８月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ
た場合
2035年８月25日から2036年８月24日

⑫ 2017年度発行分の新株予約権者が2036年８月22日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ
た場合
2036年８月23日から2037年８月22日
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⑬ 2018年度発行分の新株予約権者が2037年５月７日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかっ
た場合
2037年５月８日から2038年５月７日

⑭ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは
株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締
役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間

（3）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないもの
とする。

2. 当社は、以下の(1)、(2)および(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不
要な場合は、当社の取締役会による決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社
は無償で新株予約権を取得のうえ、消滅させることができる。

（1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
（2）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
（3）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

（2）当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制
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当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会
社の業務の適正を確保するための体制（内部統制システムの基本方針）について、以下のとおり
定めております。当社取締役会は、本方針について適宜見直しを行い継続的な改善を図っており
ます。

① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅰ．取締役および使用人の職務の執行が、法令および定款を遵守し、かつ倫理観をもって行われ

るよう、当社は社是「至誠と創造」およびこれを基とした「行動規範」を定める。
ⅱ．法令および定款の遵守体制の実効性を確保するため、社長直轄組織の監査室は、「内部監査

規程」に基づく監査を通じて、会社のすべての業務が法令、定款および社内規程に則り適正
かつ妥当に実施されているかを調査・検証し、その結果を取締役に定期的に報告する。

《運用状況の概要》
社是および行動規範の浸透を図るため、当社は役員・従業員の全員に、小冊子「リンテック

グループ行動規範ガイドライン」を配付しているほか、定期的に全員を対象とした勉強会を開
いております。
また、当社は、「内部通報制度運用規程」に基づきヘルプライン（相談窓口）を設置し、法

令違反その他のコンプライアンスに関する問題の早期発見、是正をするための仕組みを構築し
ております。併せて、職場環境の改善をはかるための「ハラスメント相談窓口」も設置し、臨
床心理士等の専門家と人事部とのタイアップにより解決を目指す仕組みも導入しております。
ほか、企業の社会的責任を果たすための取り組みとして、CSR活動を行う組織横断的な委員

会を複数設置しており、各委員会は取り組みの具体化をそれぞれの職務執行を通じて行ってお
ります。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制
情報の保存および管理については、法令により定められた文書を含めて文書の種類ごとに
ルールを取り決め、保存・管理する。
《運用状況の概要》
文書およびその他情報の取り扱いについては、「情報セキュリティー管理規程」および「営

業秘密管理規程」を制定し、管理しております。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ．部門ごとにマニュアル化を進め、運用の徹底を図ることにより、リスクを未然に回避あるい

は低減の努力を行う。個別リスクについては都度、対応の検討と整備を進める。
ⅱ．災害時などの緊急時のために、通常業務によるリスク管理とは別に「リンテックグループ危

機管理規程」およびこれに基づく「BCMS（事業継続マネジメントシステム）」を定め、迅
速に危機管理組織を立ち上げられる体制の整備に努める。

《運用状況の概要》
通常業務のリスク管理の面からは、各部門の業務が関連規程やマニュアル等に沿って行われ

ているかについて、監査室が適宜監査しております。
また、災害発生時のリスク管理の面からは、各事業所単位で防災訓練を適宜行い、緊急時の

即応体制を強化しているほか、全従業員を対象に定期的にBCMS勉強会を開催し、継続的な教
育を行っております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「業務分掌規程」に基づき各組織の役割分担に対応した取締役の担当職務を定めるととも

に、執行役員制度の導入により、経営と執行の分離および意思決定の迅速化を図る。加え
て、環境変化に対応できるように随時組織を見直し、必要に応じて組織横断的な委員会を随
時発足させるなどにより、職務執行の効率性の維持を図る。
《運用状況の概要》
当社は、経営の重要な意思決定と業務執行の更なる効率化を図るため、会社の機関設計とし

て監査等委員会設置会社を選択しております。
また、取締役会全体の実効性評価を毎年定期的に実施することを通じて、実効性向上へ向け

た議論の活性化をPDCAサイクルにて図っております。2021年４月に実施した取締役会実効
性評価の概要につきましては、次のとおりです。
［概要］

取締役全員に対し、アンケートおよび自由記述の手法により、当社取締役会の実効性に関
する評価についての調査を実施しました。今回は議論のベースとして、当社のコーポレート
ガバナンスに対し「外部機関の評価で点が取れていない項目」を取り組みの「案」として挙
げ、これらについて取締役の意見を聞く形で進めました。得られた結果を代表取締役にて分
析評価、課題を抽出し、今期優先的に取り組むべきものを検討した結果、「コーポレートガ
バナンスや経営方針（サステナビリティ経営）について社外取締役の関与をさらに高める」
ことを今期の取り組み課題としました。
これら一連のプロセスを受け、当社の独立社外取締役から、今回の「取締役会全体の実効
性」について最終評価を得ました。同取締役からは、質問設定および手法は概ね合理的と言
え、回答を踏まえて次年度の施策を検討することにより、取締役会はよりその機能の向上を
図ることができる旨、本年における課題の絞り込みも合理的かつ適切であるとの意見を得ま
した。

2022年05月20日 15時40分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



8

また、このような継続的な取り組みにより、取締役会はよりその機能の向上を図ることが
可能であるとの意見も得ました。

かかる評価を踏まえ、当社は引き続き取締役会の実効性を高めるための更なる環境整備を進
めてまいります。

⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ．「関係会社業務規程」に基づき、当社の各主管部門が当社グループ各社の業務統制を行うこ

とにより、グループ全体としての業務の適正の維持に努める。
ⅱ．「関係会社業務規程」に基づき、グループ各社から定期的にまたは必要に応じ、業績、リス

クその他の重要な報告を受ける体制の整備に努め、当社は、必要に応じ、適切な部門から経
営管理・サポートを行い、グループ各社における経営の効率化を推進する。

ⅲ．グループ各社が法令、定款に適合することを確保するため、各社の内部監査体制による監査
の実施および当社の監査室による監査を実施する。

《運用状況の概要》
当社は、グループ会社においても当社同様、「リンテックグループ行動規範ガイドライン」

（各地域言語版）の配付、勉強会の実施により「行動規範」の浸透を図っているほか、海外グ
ループ会社向けの内部通報制度として、「グローバル内部通報制度規程」を定め、これに基づ
くグローバルヘルプライン（日本語・英語・中国語に対応）を設置しております。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項および当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

ⅰ．監査等委員会監査の実効性をより一層高め、かつ監査職務をさらに円滑に遂行するための体
制を確保するため、監査等委員会の業務を補助する監査等委員会事務局を設置して、その任
に当たらせる。

ⅱ．監査等委員会事務局スタッフへの人事異動・人事評価・懲戒処分は監査等委員会の同意を得
なければならないものとする。また、監査等委員会事務局スタッフへの指示命令は監査等委
員である取締役（以下、「監査等委員」という。）が行うものとし、監査等委員から受けた当
該指示命令については、当該監査等委員の職務に必要でないものを除き、取締役、他の使用
人の指揮命令は受けないこととする。

《運用状況の概要》
監査等委員会事務局のスタッフとして、3名（兼任）を選任しております。監査等委員会事

務局のスタッフに関する人事異動については、監査等委員会の事前の同意を得ております。
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⑦ 監査等委員会への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として
不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

ⅰ．当社グループのすべての取締役・従業員は、法令等の違反行為等、当社または当社グループ
会社に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある事実について、当社監査等委員会に対して報
告を行う。また、当社監査等委員会は当社グループのすべての取締役・従業員に対し、事業
に関する報告を直接求めることができるものとする。

ⅱ．当社は「内部通報制度運用規程」および「グローバル内部通報制度規程」により、当社グル
ープのすべての役員・従業員が利用できるヘルプラインを設置し、報告者が当該通報・報告
をしたことを理由として不利な取り扱いを受けることがない体制の維持に努める。なお、ヘ
ルプラインを通じた内部通報があった場合は、監査等委員会へ報告する。

《運用状況の概要》
当社および国内グループ会社におけるヘルプラインの利用については、「リンテックグルー

プ行動規範ガイドライン」に具体的な使い方を記載して周知に努めています。海外グループ会
社においても同様に周知を図っております。
ヘルプラインを通じて報告されたものについては、監査等委員会に報告しており、取締役会

で報告される「四半期業務報告」にも記載しております。なお、通報者に対しての不利な取り
扱いはございません。

⑧ 監査等委員の職務の遂行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした

ときは、担当部署において審議のうえ、当該費用が当該監査等委員会の職務の執行に必要でな
いと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査等委員会
が、独自の外部専門家（弁護士・公認会計士等）を監査等委員会のための顧問とすることを求
めた場合、当社は当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その
費用を負担する。
《運用状況の概要》
監査等委員からの費用の請求に対しては、適切に処理しております。

⑨ その他監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会に会社の情報が障害なく入るための体制を確保する目的で、監査等委員を除く

取締役、使用人のみならず会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士などからの情報も入る環境の
整備に努め、代表取締役との定期的会合、経営会議、戦略会議などの重要会議への監査等委員
の出席・意見陳述の場を制度として確保する。
《運用状況の概要》
監査等委員は社内の会議に積極的に出席し、当社の事業等に関する情報の収集およびアップ

デートに努めております。また、必要に応じて、適宜発言を行っております。
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当社は、当社株式への大規模買付行為を行い、または行おうとする者に対しては、当社の企業
価値および株主共同の利益を確保する観点から、関係する法令に従い、株主の皆様が大規模買付
行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求めてまいります。併せて当社
取締役会の意見等を開示するとともに、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努
めるものといたします。
仮に大規模買付行為に対する速やかな対抗措置を講じなければ、当社の企業価値および株主共
同の利益が毀損されるおそれがあると合理的に判断されるときには、株主から経営を負託された
当社取締役会の当然の責務として、関連する法令の許容する範囲内において、当該時点で最も適
切と考えられる具体的な措置の内容を速やかに決定し、実行することにより、当社の企業価値お
よび株主共同の利益の確保に努めるものといたします。
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1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数 42社
主な連結子会社は、LINTEC USA HOLDING, INC.、MACTAC AMERICAS, LLC、VDI, LLC、
LINTEC(THAILAND)CO.,LTD.、琳得科(蘇州)科技有限公司、LINTEC KOREA,INC. であります。
当連結会計年度において買収および新規設立した以下の２社について、連結の範囲に含めておりま
す。
DURAMARK PRODUCTS, INC.（2021年４月８日付でMACTAC, INC.へ名称変更）
SPINNAKER PRESSURE SENSITIVE PRODUCTS LLC
なお、MACTAC, INC.はMACTAC AMERICAS, LLCの子会社であるMORGAN ADHESIVES
COMPANY, LLCを存続会社とする吸収合併により消滅したため、当連結会計年度末において連結
の範囲から除外しております。

② 非連結子会社の数 ４社
主要な非連結子会社は、リンテックサービス株式会社及び東京リンテック加工株式会社であります。

(連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社４社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見
合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼして
いないためであります。

（2）持分法の適用に関する事項
① 非連結子会社及び関連会社の数 ７社
非連結子会社は上記４社であります。また、関連会社は、大西物流株式会社他２社であります。

② 持分法適用非連結子会社及び関連会社の数 なし
(持分法を適用していない理由）
非連結子会社及び関連会社については、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見
合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法を適用しており
ません。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、MACTAC AMERICAS, LLC、LINTEC(THAILAND)CO.,LTD.他37社の決算日
は12月末日であります。連結計算書類の作成に当たっては、上記連結子会社39社の決算日と連結決
算日との差異が３か月以内であるため、各社の事業年度の計算書類を使用しており、連結決算日と
の間に生じた重要な取引については必要な調整を行っております。
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（4）会計方針に関する注記
① 資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券
その他有価証券
市場価格のない
株式等以外のもの…… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない
株式等………………… 移動平均法による原価法

ロ デリバティブ……………時価法
ハ 棚卸資産…………………主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの

方法により算定）。ただし、機械類については個別法による原価法
（収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）によっており
ます。

② 固定資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産……………定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３～50年
機械装置及び運搬具 ３～17年

ロ 無形固定資産……………定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）につ
いては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって
おります。

ハ リース資産………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用し
ております。

ニ 使用権資産………………リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用して
おります。

③ 引当金の計上基準
イ 貸倒引当金………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ 賞与引当金………………従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結
会計年度に負担すべき金額を計上しております。
（追加情報）
従来、未払費用として流動負債の「その他」に含めて計上していた従
業員賞与について、連結計算書類作成時に支給額が確定しないことと
なったため、当連結会計年度より支給見込み額を「賞与引当金」とし
て計上しております。

ハ 役員賞与引当金…………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき
当連結会計年度に見合う分を計上しております。
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ニ 環境対策引当金…………法令に基づいた有害物質の処理など、環境対策に係る支出に備えるた
め、今後発生すると見込まれる金額を引当計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
イ 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方
法については、給付算定式基準によっております。
ロ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定
額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（15年）による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとし
ております。

⑤ 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ
ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。ただし、国内の販売におい
ては、出荷時から約束した財又はサービスの支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間で
ある場合には出荷時に収益を認識しております。

⑥ 重要なヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

⑦ のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、その効果の発現する期間を個別に見積もることが可能な場合はその年数で、その他につ
いては５年間で均等償却しております。

2. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」

という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客から原材料等を仕入れ、加工後、当該顧客に販売する有償支給取引については、従来

は原材料等の仕入価格を含めた総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた加工代
相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。
買い戻す義務を負っている有償支給取引については、従来は有償支給した支給品について消滅を認識し
ておりましたが、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。
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輸出販売については、従来は船積基準により収益を認識しておりましたが、インコタームズ等で定めら
れた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識する方法に変更しております。
販売協力金等の顧客に支払われる対価については、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりま

したが、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連
結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は13,564百万円減少、売上原価は13,413百万円減少、販売費及び
一般管理費は86百万円減少、営業利益は64百万円減少、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞ
れ17百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日) 第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書
類に与える影響はありません。

（米国会計基準ASU第2020-05号「リース」の適用）
当連結会計年度より、米国連結子会社において米国会計基準ASU第2020-05「リース」（以下、「本基
準」という。）を適用しております。これにより、リースの借手は原則すべてのリースについて資産及び
負債を認識することといたしました。本基準の適用にあたっては、経過的な取扱いに従っており、会計方
針の変更による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しております。
この結果、当連結会計年度末の「有形固定資産」が857百万円増加し、流動負債の「その他」が286百

万円及び固定負債の「その他」が607百万円増加しております。なお、当連結会計年度の損益に与える影
響は軽微であります。

3. 連結貸借対照表に関する注記
資産に係る減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額 171,872百万円
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4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 76,659,440株

（2）配当に関する事項
① 配当金支払額
2021年５月10日の取締役会において、次のとおり決議しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 2,819百万円
１株当たり配当額 39円
基準日 2021年３月31日
効力発生日 2021年６月４日

2021年11月８日の取締役会において、次のとおり決議しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 2,820百万円
１株当たり配当額 39円
基準日 2021年９月30日
効力発生日 2021年11月26日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2022年５月９日の取締役会において、次のとおり決議しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 3,421百万円
１株当たり配当額 49円
基準日 2022年３月31日
効力発生日 2022年６月６日
配当原資 利益剰余金

（3）当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式
の種類及び数

普通株式 49,200株
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5. 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しており、資金調達については銀行か
らの借入によっております。デリバティブは、為替変動リスクなどを軽減する目的で利用している
のみであり、投機目的の取引は行っておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日及び残高管理を行い、回収懸念の軽
減を図っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有
する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。
短期借入金は、金融機関とコミットメント・ライン契約を締結しており、その使途は主に運転資金
及び設備投資に係る資金調達であります。
長期借入金は、主に企業買収のための資金調達であります。長期借入金に係る支払金利及び為替の
変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、適時に資金繰り計画を作成し、
流動性リスクを管理しております。
デリバティブ取引は、当社グループの稟議決裁に基づき実行され、その管理は管理本部担当執行役
員の管掌事項になっており、これに関する報告は、経営会議等にて行っております。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ
いては、次のとおりであります。なお、「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」
「短期借入金」「未払法人税等」については、現金であること、および短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額(＊１) 時価(＊１) 差額

投資有価証券
その他有価証券 1,679 1,679 －
長期借入金(＊２) (2,814) (2,811) △3
デリバティブ取引(＊３) (23) (23) －

(＊１)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(＊２)１年内返済予定の長期借入金の金額は長期借入金に含めて表示しております。
(＊３)デリバティブ取引によって生じた正味の債権、債務は純額で表示しております。

（注）市場価格のない株式等は、上記「投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）
非上場株式 437

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル１の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定し

た時価
レベル２の時価： レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて

算定した時価
レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
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① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 1,679 － － 1,679
デリバティブ取引 － (23) － (23)

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － (2,811) － (2,811)

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル１の時価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて算定しており、レベル２の時
価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。変動金利による長期借入金の
うち金利スワップの特例処理とされているものについては、当該金利スワップとして処理された
元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引い
て算定する方法によっております。
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6. 賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

7. 収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主たる地域別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。
（単位：百万円）

報告セグメント
合計印刷材・産業工

材関連
電子・光学
関連

洋紙・加工材
関連

日本 58,476 27,674 27,066 113,216

アジア 17,229 60,087 5,436 82,753

米国 48,088 1,399 70 49,558

その他 8,627 2,218 461 11,307

合計 132,421 91,379 33,035 256,836

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社及び連結子会社では、印刷材・産業工材関連、電子・光学関連、洋紙・加工材関連製品等の製造、
販売を行っており、主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としております。通常、完成した
製品の支配が顧客に移転した時点において収益を認識しておりますが、国内の販売においては、出荷時か
ら当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識し
ております。
なお、顧客から原材料等を仕入れ、加工後、当該顧客に販売する有償支給取引については、原材料等の

仕入価格を除いた加工代相当のみを純額で収益を認識しております。買い戻す義務を負っている有償支給
取引については、有償支給した支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。輸出販売については、イ
ンコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識しておりま
す。販売協力金等の顧客に支払われる対価については、売上高から減額しております。

8. １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 2,996円21銭
１株当たり当期純利益 232円12銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 231円96銭
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9. その他の注記
（追加情報）
当社グループでは、2023年３月期は新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和され、経済活動
も持ち直しが継続することを前提として、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性について会計上
の見積りを行っております。
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1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
・子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法

・その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
―決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等
―移動平均法による原価法

② デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品、製品、原材料及び仕掛品
総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
ただし、機械類については個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く)
定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ５～50年
機械装置 ４～17年

② 無形固定資産（リース資産を除く)
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
によっております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
―リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき金額を計上して
おります。
（追加情報）
従来、「未払費用」に含めて計上していた従業員賞与について、計算書類作成時に支給額が確定し
ないこととなったため、当事業年度より支給見込み額を「賞与引当金」として計上しております。

③ 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上して
おります。

④ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
当期末において発生している額を計上しております。
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法
により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
⑤ 環境対策引当金
法令に基づいた有害物質の処理など、環境対策に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金
額を引当計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。ただし、国内の販売においては、出荷
時から約束した財又はサービスの支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には出
荷時に収益を認識しております。
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（5）重要なヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

2. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客から原材料等を仕入れ、加工後、当該顧客に販売する有償支給取引については、従来は
原材料等の仕入価格を含めた総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた加工代相当
額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。
買い戻す義務を負っている有償支給取引については、従来は有償支給した支給品について消滅を認識して
おりましたが、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。
輸出販売については、従来は船積基準により収益を認識しておりましたが、インコタームズ等で定められ
た貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識する方法に変更しております。
販売協力金等の顧客に支払われる対価については、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりまし
たが、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は11,536百万円減少、売上原価は12,194百万円減少、販売費及び一般管
理費は688百万円増加、営業利益は31百万円減少、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ15百万円減
少しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年７月４日) 第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響
はありません。
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3. 貸借対照表に関する注記
（1）資産に係る減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額 133,904百万円

（2）保証債務等
金融機関からの借入金等に対する債務保証
LINTEC USA HOLDING, INC. 979百万円
LINTEC INDUSTRIES(MALAYSIA)SDN.BHD. 30百万円
LINTEC INDUSTRIES(SARAWAK)SDN.BHD. 25百万円
LINTEC(THAILAND)CO., LTD. 9百万円

計 1,044百万円

（3）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 16,860百万円
長期金銭債権 2,481百万円
短期金銭債務 3,754百万円
長期金銭債務 1,125百万円

4. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引
営業取引による取引高
売上高 41,084百万円
仕入高 5,289百万円
その他の営業取引高 10,010百万円
営業取引以外の取引による取引高(収入分） 8,149百万円
営業取引以外の取引による取引高(支出分） 32百万円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 6,833,643株
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6. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(繰延税金資産)
賞与引当金 783百万円
未払事業税 211百万円
退職給付引当金 4,066百万円
退職給付信託 154百万円
研究開発費 606百万円
子会社株式評価損 122百万円
繰越外国税額控除 571百万円
その他 1,054百万円
繰延税金資産小計 7,570百万円
評価性引当額 △786百万円
繰延税金資産合計 6,783百万円

(繰延税金負債)
前払年金費用 △384百万円
固定資産圧縮積立金 △160百万円
有価証券評価差額金 △133百万円
その他 △223百万円
繰延税金負債合計 △900百万円
繰延税金資産純額 5,883百万円
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7. 関連当事者との取引に関する注記
（1）子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

種類 会社等の名称
議決権等
の被所有
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
LINTEC
USA
HOLDING,
INC.

直接
100％

当社の北米
における関
係会社の株
式保有

資金の貸付
貸付 287 短期貸付金 5,025

回収 1,229 関係会社
長期貸付金 1,468

増資の引受 3,452 ― ―

利息の受取 82 その他の
流動資産 17

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１) 資金の貸付の利息については、市場金利等を勘案して決定しております。
(注２) 増資の引受については、LINTEC USA HOLDING, INC.が行った増資を全額引き受けたものであり

ます。

（2）兄弟会社等
（単位：百万円）

種類 会社等の名称
議決権等
の被所有
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

その他の
関係会社
の子会社

日本紙通商㈱ 直接
0.8％

当社製品等
の販売及び
原材料・設
備等の購入

洋紙・加工
材製品等の
販売

9,390 売掛金 3,221

原紙・薬品
及び設備等
の購入

4,135

電子記録
債務 1,263

買掛金 378

未払金 5

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１) 製品・商品の販売については、市場の実勢価格を勘案し、一般的取引条件と同様に決定しております。
(注２) 原材料の購入については、市場の動向及び実勢価格をみて毎期価格交渉の上、決定しております。
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8. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認識に関する注記」
に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

9. １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 2,629円49銭
１株当たり当期純利益 242円87銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 242円70銭

10. その他の注記
（追加情報）
当社では、2023年３月期は新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和され、経済活動も持ち直し
が継続することを前提として、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性について会計上の見積りを行
っております。
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